
令和５年１月 登米市部長等連絡調整会議 

 

日 時  令和５年１月６日（金）  

午前 10時 00分から 

場 所  登米市役所迫庁舎 ２階大会議室 

 

《 次 第 》 

 

１ 開  会 

 

２ 議  題 

（１）マイナンバーカードの普及促進について       資料１  ・・・Ｐ１ 

（２）令和５年１月招集議会での宝江小学校児童による登米市市民歌斉唱について 

資料２  ・・・Ｐ３ 

（３）日本海溝・千島海溝型地震における「北海道・三陸沖後発地震注意情報」 

発信時の防災体制について             資料３  ・・・Ｐ４ 

 （４）第 15回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール表彰式について 

資料４  ・・・Ｐ６ 

 

３ 閉  会 

 

 

 



マイナンバーカードの普及促進について 

１ 現  状 

   国は令和４年度末までに、ほぼ全国民へマイナンバーカードが行き渡ることを

目指し、マイナポイント事業を実施するなど、マイナンバーカードの普及を促進

しています。本市においても、これまでマイナンバーカードの普及へ向けて、様々

な取組を行っていますが、申請率及び交付率ともに全国・県内自治体と比較し低

水準にとどまっています。 

   また、健康保険証や運転免許証との一体化など、今後におけるマイナンバーカ

ードの活用方法が明確化されてきているほか、国交付金の受給要件に申請率が用

いられるなど、今後の更なる普及促進が求められています。 

   このことから、市民生活課、各総合支所においては、引き続き普及促進に向け

た取組を強化するとともに、本市全職員が共通認識の下、業務・業務外のあらゆ

る機会を捉え、マイナンバーカードの普及促進に協力をいただきたいもの。 

 

＜申請率及び交付率＞令和４年 12 月 11日現在 

 申請率 交付率 

国平均 69.5 ％ 55.0 ％ 

県平均 67.8 ％ 53.6 ％ 

登米市 52.6 ％ 36.2 ％ 

 

２ 現在の事務体制 

  ■市民生活部市民生活課 

   ①申請サポート（事務室、ワクチン接種会場ほか） ②ポイント付与サポート 

③交付前設定事務 ④カード逓送事務 ⑤広報啓発事務 

⑥交付事務（１月から迫・中田総合支所分の一部を交付） 等 

  ■各総合支所 

   ①交付事務（休日・時間外交付含む） ②広報・啓発事務 等 

 

３ 今後の予定 

  ■申請サポート（市民生活課窓口 ※予約制） 

  ■出張申請サポート（確定申告相談会場「日程等は別紙参照」、ショッピングセン

ター等） 

■休日・時間外交付（各総合支所窓口、市民生活課窓口 ※予約制） 

  ■広報啓発（広報紙、ホームページ、ライン、防災無線、はっとエフエム等） 

 

４ 担当部署 

市民生活部市民生活課 

電 話：0220-58-2118 

ＦＡＸ：0220-58-3345 

 

＜申請及び申込期限＞ 

■ポイント対象カード申請期限 

⇒ 令和５年２月末まで 

■ポイント申込期限 

⇒ 令和５年２月末まで 

※国で延長検討中 

資料１ 
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別紙 

 

■確定申告相談会場におけるマイナンバーカードの出張申請サポート 

【日 程】 

２/７(火) 東和総合支所３階 

２/８(水) 豊里公民館 

２/９(木) 石越総合支所１階 

２/16(木) 登米総合支所２階 

２/21(火) 津山老人福祉センター２階 

２/22(水) 南方庁舎２階 

２/28(火) 佐沼税務署 

３/７(火) 迫庁舎２階 

３/８(水) 中田農村環境改善センター２階 

３/９(木) 米山総合支所２階 

 

【時 間】 

午前９時 30分～午前 11時 30分 

午後１時 15分～午後３時 

 

【持ち物】 

マイナンバーカード交付申請書、または本人確認書類 
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令和５年１月招集議会での宝江小学校児童による 

登米市市民歌斉唱について 

１ 概  要 

郷土愛を育む源として市民から広く親しまれることを目的に制定した市民歌の

更なる普及を図るとともに、１月招集議会の開会に当たり、登米市議会として新

たな気持ちで取り組むため、これからの登米市を担う市内小・中学生に市民歌を

斉唱していただくものです。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、事前に録画撮

影した宝江小学校５、６年生の児童による斉唱風景を放映し、静聴することとし

ます。 

 

２ 日  時 

令和５年１月 16日（月）午前９時 45分から（令和５年１月招集議会開会前） 

※午前９時 40分までに、ご参集いただくようお願いいたします 

      

３ 場  所 

 登米市役所迫庁舎 ３階 議事堂 

 

４ 対 象 者 

令和５年１月招集議会出席者全員 

 

５ そ の 他 

12月 16日（金）に、宝江小学校体育館で、児童間の距離をとるなど、感染症対

策を講じた上で、５、６年生の児童による斉唱風景の録画撮影を行いました。 

 

６ 担当部署 

議会事務局 

電 話：0220-22-1913 

  ＦＡＸ：0220-22-9225 

資料２ 

-3-



日本海溝・千島海溝型地震における「北海道・三陸沖後発地震 

注意情報」発信時の防災体制について 

１ 後発地震注意情報発信後の防災体制 

  後発地震注意情報発信後の本市における防災体制については、以下のとおりとしま

すので、対応願います。 
 

（１）注意情報発信後の本部体制及び配備体制 

設置基準（地震） 本部 配備 
 

 

 

後発地震 

注意情報 

発信 

本部 配備  

市内で震度６弱以上 
災害対策 
本部 

非常 
配備 

災害対策 
本部 

非常 
配備 

  継 

  続 市内で震度５強 
特別警戒 
本部 ２号 

特別警戒 
本部 ２号 

市内で震度５弱 警戒本部 １号 警戒本部 １号 

市内で震度４ 設置なし ０号 警戒本部 １号 
  自 
  動 
  設 
  置 

市内で震度３以下 
（観測しない場合を含む） 設置なし ― 警戒本部 １号 

  例）北海道南部の海域でＭ７以上の地震発生（登米市は震度１） 

      ↓（地震発生から約２時間後）後発地震注意情報発信 

    警戒本部（１号配備） 
 

（２）防災対応期間（※）中の本部体制及び配備所要人数 

   ※防災対応期間：後発地震発生に注意し、防災対応を講ずる期間（１週間程度） 

①本部体制 

   ・警戒本部体制以上を維持する。 

②配備所要人員 

  【防災危機対策室】 

   ・本部体制に応じた所要人員を配置 

   ・防災対応期間中の勤務時間外（夜間や休日など）は、危機管理監の判断により

必要に応じた配置とする。 

  【各部局・総合支所】 

   ・本部体制に応じた所要人員を配置 

   ・防災対応期間中の勤務時間外（夜間や休日など）は、各部局長・総合支所長の

判断により、必要に応じた配置とする。 
 

２ 注意情報発信後の対応内容 

（１）市民への広報（情報伝達、地震への備えの再確認等防災対応の呼びかけなど） 

（２）市管理施設への情報伝達 

 

３ 担当部署 

  総務部防災危機対策室 

  電 話：0220-23-7393 

  ＦＡＸ：0220-22-3328 

資料３ 
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【参考】 

 

●北海道・三陸沖後発地震注意情報とは 

１ 概要 

（１）情報発信の必要性 

   ①日本海溝・千島海溝沿いの領域では、巨大な津波を伴う最大クラスの地震が切  

迫しており、平時から事前の防災対策を徹底し、巨大地震に備えることが重要 

   ②加えて、この領域ではＭ７クラスの地震が発生した後、数日程度の短い期間を

おいて、さらに大きなＭ８クラス以上の大規模な地震が発生する事例も確認さ

れている。 

③日本海溝・千島海溝沿いの巨大な地震及び津波では、広域かつ甚大な被害が想

定され、一人でも多くの人命を救うことを基本とした防災対応に役立てるため、

大規模地震の発生可能性が平時よりも高まっている場合には、後発地震への注

意を促す情報の発信が必要となる。 

 （２）情報発信の条件 

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域と想定震源域に影響を与えるエ

リアでＭ７以上の地震が発生した場合 

 （３）情報の発信方法 

   気象庁・内閣府の合同記者会見 

 （４）防災対応をとるべきエリア 

   最大クラスの地震により、津波高３ｍ以上、震度６弱以上が想定される地域 

   （宮城県内は全市町村） 

 （５）防災対応を呼びかける期間 

   先発地震発生から１週間 

 （６）発信の頻度（想定） 

   概ね２年に１回程度 

 （７）運用開始 

   令和４年 12月 16日から 

 

２ 注意情報の留意事項 

（１）後発地震の発生可能性が平時よりも相対的に高まっていることをお知らせする

ものであり、情報が発信されたら後発地震が必ず発生するというものではない。 

 （後発地震が発生しない可能性が高い） 

（２）先発地震を伴わず、大規模地震が突発的に発生する可能性がある。 

（３）情報発信の対象とする地震発生エリア（北海道の根室沖から岩手県の三陸沖）

の外側でも、先発地震が発生した周辺では、大規模地震の発生可能性がある。 

（４）すでに発生した先発地震への対応と後発地震に備えた対応を混同しないように

することが必要である。 
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第15回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール 

作品展示について 

１ 概 要 

「子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール」は、次世代のまちづくりの

担い手である子どもたちに、生まれ育った登米市の魅力を再発見しながら、地域を

愛する心を養い、まちづくりに興味を持ってもらうことを目的として実施していま

す。入賞作品及び応募のあった全作品について、下記の日程で展示を行います。 

 

２ 作品テーマ 

「 2 0 3 0
にいまるさんまる

サステナブルシティ・とめ ～誰一人取り残さないまち～」 

自分が住んでいる地域の良い点や地域の課題などを身近な生活の中から見つけ、

地域の良い点をどう持続させていくか、また、地域の課題を解決するにはどうした

ら良いかを考えながら、全ての人にとって暮らしやすいと思える登米市の未来の姿

を想像しながら、自由な発想・アイデアで壁新聞形式にまとめる。 

 

３ 共 催 

  登米市、登米市教育委員会 

 

４ 応募総数 

  小学５年生部門：４校 22点 

  小学６年生部門：13校 66点 

       （合計14校 88点 ※合計校数は実数） 

 

５ 入賞作品 

  小学５年生部門並びに６年生部門、それぞれ最優秀賞１点、優秀賞２点、審査員 

  特別賞１点の４点ずつ、合計８点 

※１月６日（金）実施の審査会で決定 

 

６ 表彰式 

  日 時：令和５年１月22日（日）午後１時30分から 

  場 所：南方農村環境改善センター  

 

 

 

 

資料４ 
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７ 作品展示の日程 

（１）入賞作品 

  ①日 時：令和５年１月23日（月）午前から１月27日（金）午前まで 

   場 所：登米市役所中田庁舎 １階ロビー 

②日 時：令和５年１月27日（金）午後から２月２日（木）午前まで 

   場 所：登米市役所南方庁舎 １階ロビー 

③日 時：令和５年２月20日（月）午後から２月24日（金）午前まで 

   場 所：登米市役所迫庁舎 １階ロビー 

 

（２）応募のあった全作品 

   日 時：令和５年２月３日（金）から２月19日（日）まで 

   場 所：イオンタウン佐沼店内 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、スケジュールを変更する 

場合や、展示を中止する場合がございます。 

 

８ 担当部署 

まちづくり推進部市民協働課 

電 話：0220-22-2173 

ＦＡＸ：0220-22-9164 
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